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宇都宮市自転車のまち推進計画（素案）に関するパブリックコメントについて 

 

１．パブリックコメントの実施状況 

(1) 意見の募集期間     

平成２２年１０月２５日（月）～１１月２４日（水） 

 

(2) 意見の応募者数・件数 

１４名（２６件） 

 

(3) 提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 電話 計 

人数 ０ ５ ６ ２ １ １４ 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

(1) 「第４章 推進計画の目標と将来像」について（２件） 

№ 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 「自転車のまち」が中心市街地を指してい

て，その域内の交通戦略を展開しているよう

な印象を受けるため，市全体を包括するよう

な切り口が必要である。 

宇都宮市が車への依存が高い都市である

という現状を踏まえ，目標Ⅳ「だれもが“健

康とエコ”に自転車が使える」には，身体や

環境にやさしいライフスタイルを推進する

ため，「休車日の設定，ゆっくりズムの促進」

を掲げ，具体的な取組として「自転車マップ

の作成」と「サイクリングロードの整備」「休

憩スポットの整備」などを位置付けた方が全

市的なものになると思う。 

本計画におきましては，市民のだれもが安全に

便利に楽しく自転車が利用できる，ひとや環境に

やさしい自転車を活用したまちづくりを進めて

まいりたいと考えております。 

ご意見をいただきました「自転車マップの作

成」「サイクリングロードの整備」「休憩スポット

の整備」につきましては，クルマ利用から自転車

利用に転換することなどによる環境面，健康面へ

の効果が期待できる施策でありますことから，今

後，それぞれの施策事業を推進し，クルマに過度

に依存する社会から，クルマと自転車や公共交通

が共存する社会への転換を図ってまいります。 
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２  「自転車のまち宇都宮における自転車利用

のイメージ」が理解できない。「業務」につ

いては，工業団地から駅が遠く，近い距離で

のレンタサイクルの利用は考えられない。

「買い物」については，鉄道やバスとレンタ

サイクルを利用し，わざわざ中心市街地に行

くことはまずない。また，「観光」について

は，自動車ではなく，公共交通で来訪し，レ

ンタサイクルで市内の観光施設を散策する

イメージもあまり考えられない。 
 自転車による買い物も観光も難しいと思

うが，「中心市街地（もしくは中心街）のま

ちおこし」という文脈の中で，整理した方が

良い。「まちおこし」なので，景観や街並み

整備など総合的な施策が必要だと思う。 

「自転車のまち宇都宮における自転車利用の

イメージ」は，本計画が目指す将来の自転車利用

のイメージを市民の方にもわかりやすくお伝え

するために作成したものです。 
 このイメージにある様に自転車が利用されて

いくためには，本計画に基づく施策事業を着実に

推進するだけでなく，「宇都宮市景観計画」や「宇

都宮市中心市街地活性化基本計画」などの他の計

画とも連携しながら，長期的に自転車施策を継続

していくことが必要であると考えております。 

 

(2) 「第５章 施策事業の展開」について（８件） 

№ 意見の概要 意見に対する市の考え方 

３ 自転車利用者の中で，高校生の比率が高い

ように思うが，公共交通が不便なために，長

距離の通学を自転車に頼らざるを得ない状

況もある。交通体系の中では，あくまでも公

共交通を中心としながら，近距離の移動を自

転車が担うことを前提とすべきであり，自転

車のまちを推進するのと同時に，公共交通ネ

ットワークを再定義することが必須である。

特に，公共交通との連携については，サイ

クルトレイン（電車への自転車の乗り入れ）

についてＪＲや東武鉄道などと実験を行っ

てはどうか。将来のＬＲＴや連節バスなど，

基幹公共交通でのサイクルトレイン実現を

切に願う。 

自転車と公共交通との連携は，利便性の高い交

通ネットワークを構築する上でも大変重要であ

ると考えております。 

本計画におきましては，公共交通との連携強化

を施策事業のひとつとして位置付けており，駅ま

でのアクセス道路における自転車走行空間の整

備や新たな駐輪場整備を行うともに，「サイクル

トレイン」につきましても交通事業者と検討を進

めてまいります。 
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４ バス停付近への駐輪場整備については，往

路のバス停に止めた自転車を復路のバス停

から取りに行くことを踏まえて考えて欲し

い。 

基幹バス路線の道路では，道路幅も広く，

中央分離帯があったり，横断歩道も少ないた

め，反対側に渡るには大きく迂回しなければ

ならない。市の条例として「公共交通の停留

所の○○ｍ以内に横断歩道を設置すること」

等を定めるなど，歩行者や自転車利用者側に

立った道づくりをしていただきたい。 

バス停付近への駐輪場整備につきましては，バ

ス停留所の設置状況や道路状況などを十分踏ま

えるとともに，道路管理者とも連携を図りなが

ら，利便性の高い整備を目指してまいります。 

 

５ 便利な交通手段として，乗り捨てできる

「レンタサイクル」の魅力は高い。パリの「ヴ

ェリブ」のように，市内に数百か所の貸出拠

点を設置し，数千台の自転車を配備するな

ど，将来の宇都宮でのサービスのあり方をよ

り具体性を持って議論し，積極的に実証実験

を行うことも必要ではないか。 

本計画では，現在，市内４箇所の市営駐輪場で

実施しているコミュニティサイクル（レンタサイ

クル）の増台や貸出場所の拡充，宿泊施設等と連

携した観光レンタサイクルの導入など，レンタサ

イクルの拡充策を施策事業に位置付けておりま

す。 

まずは，既存のコミュニティサイクルの利用範

囲の拡大などに取り組みながら，本市の環境に適

したコミュニティサイクルの拡充を目指してま

いります。 

６ 現在，鬼怒川サイクリングロードは，北端

は柳田大橋までとなっているが，さらに北側

の国道２９３号まで一部舗装されている道

路がある。国や県とも連携しながら，将来的

な鬼怒川サイクリングロードの延伸を検討

していくべきではないか。 

本計画においては，スポーツとして自転車を楽

しめる環境づくりや自転車利用による健康増進

に向けて，既存のサイクリングロードを活用した

整備を施策事業のひとつとして位置付けており

ます。 

 いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 
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７ 宇都宮市は関東平野の開口部に位置し，川

がたくさんあることが特徴であり，サイクリ

ングルートの設定とサイクリングロードの

整備では，できるだけ川とかかわりを持たせ

た方が良い。 

計画に位置付ける川としては鬼怒川，西鬼

怒川，山田川，田川，姿川の５河川，補足的

には谷田川，奈坪川，江川がある。 

また，「休憩スポット」については，地区

市民センターなどの公共施設ではなく，河川

沿いにトイレ，避雷所を併設したポケットパ

ークを整備することが求められていると思

う。 

本計画では，本市の特徴を活かした施策展開が

必要であると考えておりますことから，鬼怒川，

田川，山田川の既存サイクリングロードを活用し

たサイクリングルートの創出などを施策事業と

して位置付けております。 

 いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 

８ 広域的視点に立ち，関東平野の河岸を走る

サイクリングロードに宇都宮市が位置して

いることを強調したらどうか。対外的には，

上流の目的地としてジャパンカップ・サイク

ルロードレースが行われる「自転車のまち宇

都宮」をアピールしたらどうか。 

また，推進体制にある国・県と連携し，関

東平野を流れる主要河川管理道路をサイク

リングロードとして整備し，自転車による環

境や身体にやさしい「ゆっくりズムの促進」

を行ったらどうか。国の地球温暖化防止に向

けた取組と連携していくことも大きな広が

りになる。 

自転車に関する施策につきましては，市内だけ

でなく広域的な視野を持って，国や県と連携しな

がら推進していくことが重要であると考えてお

ります。 

いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 

 

９ 日常生活での自転車利用を推進するため

には，「近距離のクルマ利用」を自転車に転

換させる施策が必要である。スーパーや百貨

店での日常の買い物も自転車利用者には特

典を与えるなど，商業者と一緒に施策を考え

てはどうか。 

本計画では，商店街等と連携した駐輪場やレン

タサイクル利用者に対する特典の提供等を施策

事業のひとつに位置付けております。今後，中心

市街地商店街等とも協議を行いながら，実現化に

向けて取り組んでまいります。 

10 自転車普及イベントの実施について，自転

車レースの実施団体は会場探しに苦慮して

いると思う。自転車レースを主催している実

施団体にＰＲし，例として挙げられている道

場宿緑地などを会場とするイベントを誘致

してはどうか。 

自転車普及促進イベントの実施につきまして

は，行政として既存施設を開放するなど，宇都宮

ブリッツェンなどのイベント主催者の支援を行

うことを考えております。今後の実施状況などを

踏まえながら，他の実施団体へのＰＲ等を行って

まいります。 
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(3) 「第６章 重点施策の概要」について（８件） 

№ 意見の概要 意見に対する市の考え方 

11 いちょう通りの自転車走行帯域はタイル

の振動で走行がとても困難である。区域を分

けるだけでは足りないのではないか。むしろ

歩行者帯域の方が振動が少ないように見え

るが，どう考えているのか。 

いちょう通りにおける自転車走行空間の整備

につきましては，国と警察庁から「自転車通行環

境整備モデル地区」の指定を受け，自転車歩行者

道において自転車と歩行者を分離する手法とし

て，モデル的に整備したものであります。 

 今後は，利用者のご意見などもお聞きしなが

ら，さらに自転車が走りやすい環境の整備を目指

してまいります。 

12 岡本駅から白沢街道まで「ふれあい通り」

という自転車歩行者専用道路がある。活用し

ていくべきではないか。 

ご意見をいただきました路線につきましては，

本計画の「新たな自転車ネットワーク路線」に追

加するとともに，今後作成する自転車マップ等に

記載するなど，十分な活用を図ってまいります。

13 全ての道路に自転車専用道（レーン）は設

置できない。「分離」を前提とせず，自転車，

自動車，歩行者が相互に配慮，理解し「共存」

することとのバランスを常に考えて欲しい。

 

本計画に基づきながら，自転車と自動車，歩行者

にとって安全性の高い道路空間の創出に向けて，

様々な道路環境に応じた自転車走行空間の整備

を推進するとともに，自転車の走行ルールの徹底

など，安全性の向上に向けた啓発活動を強化して

まいります。 

14 標準整備パターンの「自転車道」は基本的

に不要で，「自転車専用通行帯」をベースに

車道との境界線に凸凹をつけたり，境界線自

体をかまぼこ型にすれば十分だと考える。 

  

本計画では，車道空間における整備について，

大型車の交通量が多いなど，物理的分離が望まし

い場合は「自転車道」の整備を検討することとし

ております。 

いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 
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15 自転車の通行方向について，すべての自転

車通行帯では，自転車左側通行の原則がわか

る様，路面に進行方向を示す矢印を書いて欲

しい。 

また，標準整備パターンの「自転車通行位

置の明示」を対面通行可とするのは絶対にや

めて欲しい。ここを右側通行する自転車は，

通行帯が途切れた地点から先では逆行自転

車となってしまう。 

左側通行が原則となる自転車通行帯では，進行

方向をわかりやすく表示できるよう，いただいた

ご意見を参考にしながら，効果的な整備を検討し

てまいります。 
また，本計画では，車道内で自転車走行空間が

確保できない場合，自転車歩行者道における「自

転車走行位置の明示」を標準整備パターンのひと

つとして位置付けております。現行の道路交通法

におきましては，自転車歩行者道における自転車

の相互通行は可能となっておりますことから，整

備を行う場合には，その先の道路との接続状況な

どへの配慮が必要であると考えております。 
いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 
16 交差点について，現行の自転車横断帯は，

車道左側を直進する自転車の延長線となる

ような位置に移設して欲しい。 

交差点コーナー部には，２段階右折待ち自

転車用のスペースを確保して欲しい。 

交差点部における自転車走行空間の整備につ

きましては，国・県の社会実験の実施結果などを

参考にしながら，連続性や安全性にも十分留意し

てまいりたいと考えております。 

いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 
17 新たな自転車ネットワーク路線に楡木街

道（栃木街道から平成通りまで）を加えて欲

しい。 

この路線は，宮の原中学校へ自転車で通う

生徒が朝晩通っているが，自転車専用レーン

がなく，歩道も片側のみ，さらにその歩道は

狭く，人一人歩くのがやっとであり，またど

ぶ板の上を通る箇所もある。中学校の子ども

たちが通学する道路としては甚だ危険であ

るため，新たな整備路線としてネットワーク

路線に加えるべきである。 

本計画では，自転車利用の多い駅や高校周辺な

どにおける自転車走行環境や交通量，交通事故の

発生状況などを調査し，新たな自転車ネットワー

ク路線に追加するとともに，その路線の中でも優

先度が高い路線について，計画期間の５年間での

自転車走行空間の整備を推進していこうとする

ものです。 
また，自転車ネットワーク路線以外の路線にお

きましても，ご指摘いただきました路線も含め，

自転車通学がある中学校の周辺など，自転車や歩

行者の安全確保が必要な箇所につきましては，地

域住民や交通管理者と十分連携をしながら，安全

性の高い道路空間の創出に取り組んでまいりま

す。 
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18 これまでの交通教育は，子どもや高齢者な

どの交通弱者が中心となっている。ドライバ

ーを含めた１０代後半から５０代の人たち

への教育を強力に進めて欲しい。 

まずは，警察や官公庁など，社会の指導的

立場の人，次に，業務に自転車を使用する企

業，自転車の関係団体，愛好団体など，意識

を高く持つべき人から始めると良いと思う。

 

自転車利用の安全性の向上に向けて，安全啓発

活動の実施は重要な施策のひとつと考えており

ます。本計画では，現在，幼稚園や小・中学校，

高齢者などを対象に実施している交通安全教室

を高校生や成人などにも広げるなど，交通安全教

室等の拡充を重点事業のひとつに位置付けてお

ります。 
 いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 
 

(4) その他について（８件） 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

19 国内外の先進都市を参考にしながら，路面

電車とセットで考えて欲しい。 

本計画においては，駅までのアクセス道路にお

ける自転車走行空間の整備やバス停付近への駐

輪場整備など，「公共交通との連携強化」を施策

事業のひとつに位置付けております。 

 今後とも公共交通と連携した自転車施策の展

開を図ってまいります。  

20  県庁や市役所を訪問する機会が増えてい

る。ＪＲ宇都宮駅からは徒歩で行くが，大通

りの排気ガス，商店街に元気がないことが気

になる。市内電車と貸出自転車を導入し，自

転車社会にして緑を増やせば商店街も確実

に活性化する。排気ガスを出す車は制限すべ

き。 

ひとや環境にやさしい自転車や公共交通を活

用したまちづくりを進め，クルマに過度に依存す

る社会からクルマと自転車や公共交通が共存す

る社会への転換を図ってまいります。 

21 市内の一条中学校や旭中学校では自転車

通学が認められていない。まずは，そういう

小さなところから改革すべきではないか。 

通学方法につきましては，通学距離や道路事情

などを勘案して各学校が決定しております。  

ご指摘いただいた一条中学校，旭中学校につき

ましては，学区のほとんどが徒歩での通学が可能

な距離であること，また，現在，自転車置き場が

なく，学校の敷地が狭いため，新たに自転車置き

場を設置することも困難なことなどから，原則，

徒歩での通学としております。 

なお，一条中学校では，一部通学距離の長い生

徒については，自宅が路線バスの沿線であること

から，路線バスによる通学も認めております。 

 



 - 8 -

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

22 チャイルドトレーラは自転車道への乗り

入れができない。自転車が転倒しても倒れな

い安全な乗り物であることから，法の改正を

お願いしたい。 

チャイルドトレーラを牽引する自転車につき

まして，栃木県警に確認したところ，「国の道路

交通法上，普通自転車に該当しないため，道路標

識等で普通自転車走行可の歩道や自転車道は走

行できない」旨の回答がありました。今後とも国

などの動向の把握に努めてまいります。 

 

 

23 タンデム自転車は現在いくつかの県を除

いて，一般道を走行できない。障がい者も一

緒に自転車に乗れると，最近解禁になる県も

出てきた。栃木県，そして宇都宮市はどうか。

タンデム自転車につきましては，障がい者や高

齢者でも利用できる魅力的な自転車であると考

えております。そのため，イベント時などには，

民間団体とも連携しながら普及促進に取り組ん

でいくとともに，公道での走行には，栃木県道路

交通法施行細則の改正が必要でありますことか

ら，交通管理者である栃木県警の検討状況を見極

めてまいります。 

 

 

24 鬼怒川柳田大橋の東側上流あたりにオフ

ロードコースを作って欲しい。資金は企業の

スポンサーを募ってはどうか。 

本計画では，プロスポーツと連携しながら，道

場宿緑地等の既存の公園施設などを活用した自

転車普及イベントの実施を施策事業のひとつと

して位置付けております。 

いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 
 
 

25 自転車利用時に困るのは雨である。薄くて

破れにくい素材で，コンパクトに携帯でき

る，安価な「自転車用のレインコート」をブ

リッツェンの方たちと共同で考案し，市内で

販売する等，「雨対策」を楽しくすることを

考えてはどうか。 
少なくとも，現状でもレンタサイクルや宮

サイクルステーションなどの拠点では，レイ

ンコートを販売していただきたい。 

自転車利用の促進や安全性の向上に向けて「雨

対策」は重要であると考えております。 

 いただきましたご意見は，今後の施策事業検討

の際の参考とさせていただきます。 
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№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

26 競輪場をサイクルスポーツの拠点として，

市民向けのイベントなどに積極的に開放し

て欲しい。競技がないときなどは，子どもた

ちが自由に自転車に乗れる場所として開放

するなど，活用方法を考えて欲しい。 

宇都宮競輪場は市民に親しまれる施設を目指

し，競輪開催状況に応じて市民活動団体等の事業

にシアターホール，バンクなどの貸出を実施して

おります。また，小学生を対象にした自転車教室

の開催や自転車愛好会等による記録会開催など，

施設の多目的利用を推進しております。今後と

も，市民ニーズを反映した多目的利用を検討して

まいります。 

 


